
お知らせ・募集・イベント・スポーツ保健

市が実施する予防接種は、各医療機関での個別接種形式で行います。契約医療機関は下表を参照してください。

種　　類 対　象　時　期 回数

ロタウイルス（１価または５価）
１価 生後６週０日後～ 24週０日後（初回は 14週６日後まで） ２回
５価 生後６週０日後～ 32週０日後（初回は 14週６日後まで） ３回

ヒブ※１（インフルエンザ菌ｂ型） 初回
追加

生後２か月～５歳の誕生日の前日
（標準的な接種開始時期は生後２～７か月の前日です） １～４回

肺炎球菌※１

Ｂ型肝炎 �― １歳の誕生日の前日まで
（標準的な接種開始時期は生後２か月です） ３回

五・三種混合（ジフテリア・百日せき・
破傷風）+（ポリオ・ヒブ※五混のみ） １期 生後２か月～７歳６か月になる前日 ４回

ＢＣＧ �― １歳の誕生日の前日まで １回

麻しん・風しん※２
（それぞれ接種することも可能）

１期 １歳～２歳の誕生日の前日 １回
２期 幼稚園等の年長の年（４月１日～３月 31日まで） １回

水痘※３ �― １歳～３歳の誕生日の前日 ２回

日本脳炎※４
１期 ３歳～７歳６か月になる前日 ３回
２期� ９歳～ 13歳の誕生日の前日 １回

二種混合（ジフテリア・破傷風） ２期� 11 歳～ 13歳の誕生日の前日 １回

HPV（ヒトパピローマウイルス感染症） �― 小学６年生～高校１年生相当の年齢 ３回または
２回

　　太枠の予防接種（日本
脳炎、二種混合、HPV）は、
接種時期に合わせて各家庭
に予診票を郵送します。

※１　�「ヒブ」、「肺炎球菌」は接種開始時期によって接種回数
が異なります。

※２　�令和６年度に麻しん・風しんの対象であって、ワクチ
ンの偏在等供給の理由で接種が受けられなかった人は
接種対象期間が令和９年３月 31日までとなっていま
す。詳しくは担当までご相談ください。

※３　今まで水痘にかかった人は対象となりません。
※４　�平成 19 年４月１日以前生まれで 20 歳未満の人には

特例措置があります。詳細はご相談ください。

医療機関名 電話番号 ロタ ヒブ 肺炎
球菌

Ｂ型
肝炎 BCG 五・三混 ポリオ 麻しん・風しん 水痘 日本脳炎 二混 H P V

青木クリニック 592-1033 ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ―
安里医院 542-2629 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
いなぎ ent クリニック
※院長の診療日のみ実施 593-4567 ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○

大久保医院 591-8171 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 二期･特例のみ ○ ○
北里大学メディカルセンター 593-1212 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
北本駅東口クリニック 593-0311 ― ― ― ― ― ― ― 二期のみ ― ４歳以上のみ ○ ○
北本共済医院 591-7111 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○
北本中央クリニック 591-2257 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
きたもと脳神経外科クリニック 592-8808 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○
鴻巣北本内科クリニック 578-4663 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
さとうクリニック 590-5977 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
鈴木医院 592-1313 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
遠井クリニック 591-2109 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○
林田内科医院 592-7711 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
深井小児科内科医院 591-5958 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 二期･特例のみ ○ ―
本藤整形外科 592-7667 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ○
ｍｙ  ＣＬＩＮＩＣ  マイ・クリニック 590-2211 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
南福音診療所 591-7191 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 二期･特例のみ ○ ○
矢澤クリニック北本 577-7048 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
山﨑医院 591-2244 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
山田医院 593-0353 ５価のみ ○ 15 価のみ ○ ○ ５混のみ ― ○ ○ ○ ○ ○
吉田医院 591-2200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
よしだ整形外科内科 590-5720 ― ― ― ― ― ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

○印が実施している医療機関です。市外医療機関での接種を希望する場合は、健康づくり課健康推進担当（☎ 594-5545）までお問
い合わせください。接種する際は医療機関へ事前に予約し、当日は母子健康手帳と予診票を持参してください。

問 �健康づくり課健康推進担当（☎ 594-5545）

令 和 ８ 年 度  子 ど も の 定 期 予 防 接 種

市内予防接種実施医療機関一覧
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。●北本市消費生活センター (北本市役所市民課内☎ 511-8800)

　毎週月～金曜日 (祝日・年末年始を除く )
　10：00～ 12：00、13：00～ 16：00
　※土・日曜日、祝日は局番なしの☎ 188へ ( 年末年始を除く )
●埼玉県消費生活支援センター (☎ 048-261-0999)
　毎週月～土曜日 (祝日・年末年始を除く )９：00～ 16：00
●全国消費生活相談員協会「週末電話相談」（☎ 03-5614-0189）
　毎週土・日曜日 10：00～ 12：00、13：00～ 16：00

相談窓口

北本市消費生活相談あれこれ vol.194

相談名 日時 場所 問合せ
税務相談 ４月 14 日（火）10：00 ～ 12：00、

　　　　　　　　 13：00 ～ 15：00
市役所相談室

1-C（税務課前）
税務課市民税担当（☎ 594-5518）
※前日までにお申し込みください

福祉総合相談 毎週月～金曜日　8：45 ～ 16：30 共生福祉課地域共生担当（☎ 594-5517）
行政相談（国や県等への
要望や苦情の相談） ４月８日（水）10：00 ～ 12：00

市役所相談室
１-G（市民課横）

市民課市民相談担当
( ☎ 594-5529）

市民相談 毎週月～金曜日　9：00 ～ 16：00
不動産相談（予約制） ４月 10 日（金）　13：30 ～ 16：20 市民課市民相談担当

( ☎ 594-5529）
※実施日の３日前までに

お申し込みください
法律相談（予約制）

弁護士　毎週水曜日　13：30 ～ 16：20
司法書士　４月 17 日（金）、５月１日（金）
　　　　　13：30 ～ 16：20

消費生活相談・
多重債務相談

毎週月～金曜日
10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00

消費生活センター
(市民課横) 消費生活センター ( ☎ 511-8800)

成年後見制度相談 ４月 23 日（木）13：30 ～ 16：30 高齢者ラウンジ（栄市民活動交流センター
☎ 592-1551）※ 1 週間前までにお申し込みください

人権相談 ４月 28 日（火）13：30 ～ 15：30
（受付は 15：00 まで） 文化センター

総務課人権推進・男女共同参画担当
( ☎ 594-5506)

女性相談（予約制） ４月８日（水）・13 日（月）・22 日（水）
10：00 ～ 16：00（1 人 50 分）

市役所相談室
2-C（環境課横）

子どもの権利相談 毎週月～金曜日 10：30 ～ 18：00
（16：30 以降の面談は要予約）

市役所相談室
原則2-C（環境課横）

子どもの権利相談（☎ 590-5011、
0120-0874-56 ※子ども専用）

教育相談 毎週月～金曜日　8：30 ～ 16：30 教育センター ( ☎ 591-2176)
ことばの相談（未就学児対象）

毎週月～金曜日　9：00 ～ 16：00
児童発達支援センター ( ☎ 592-8876)

子どもの相談（育児、しつけ等） 子育て支援課児童相談担当 ( ☎ 511-7702)
子育てなんでも相談 　毎週月～金曜日　9：00 ～ 17：00 児童館（児童館利用者支援事業担当☎ 592-9969）
緑のなんでも相談 ５月４日（月・祝）10：00 ～ 12：00 総合公園（☎ 592-4050）

心配ごと相談（予約制） ４月 15 日（水）９：30 ～ 11：30
総合福祉センター

北本市社会福祉協議会（☎ 593-2961）
※前日までにお申し込みください結婚相談（予約制） ４月 18 日（土）13：30 ～ 15：30

ボランティア相談 ５月２日（土）10：00 ～ 12：00 北本市社会福祉協議会（☎ 593-2961）
内職相談 毎週月～金曜日　8：45 ～ 16：30 産業観光課窓口 産業観光課商工労政・観光担当

( ☎ 594-5530)
住宅増改築相談の当日の

問合せは ( ☎ 591-1111)
住宅増改築（新築）・
リフォーム相談 ４月 11 日（土）9：00 ～ 12：00 市役所相談室

１-Ｉ（市民課横）

各種相談案内 ※状況により中止になる場合があります。
※相談日が祝日のときはお休みです。 ４月８日～５月７日相談日
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